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ターミナルーオペレーションと「公共性」の経済的意味
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はしがき

港湾の「公共性」は，いろいろの形で論じられてきた。 ωωωω 代表的

な見解からすれば，（1）公共投資に基づく施設であることにより守られなけれ

ば危らない基準とみなされているばあい，（2）港湾が有する機能が公訴Vi：をも

っという ことによる効用的な見方のばあいに大きく分かれている。もっとも

双方の見解は，公共1=1的をもちうるから公共投資をするのであり，まずこ公共

投資を行なうことにより，開発効果なり乗数効果なりを国民経済的にj羽刊し

うるか投資がなされる とも論述される相関VI：をもった見解で、ある。

在、は，この2つの考え方について，安定法上の「公共規制Jのあり方は，

一応現行法体系の秩序の理念として除外し 「公共性」の概念を経済学の範

曙で取扱って，港湾管理もしくはターミナル・オペレーションの考え方の基

礎としておきたいと思うのである。

港湾はターミナノレの一つで－あり，機能的にも生産過程の場て、ある。そこに

おいて展開される「公共性」はし、かなるド｜＝質をもちうるのであろうかの 夜、は

港湾社会を以下において論じようとは思わなし、。港湾とは抽象的なものとも

考えなし、。法的概念で構成する規定の仕方もあるが，私は，港湾法の概念を

下敷にしつつも，土地と資木としての港湾に関心をもっ。それこそが経済学

の範曙に属するものだからである。

注（1）北見俊郎「、港湾論」 （Jl¥1不1'143{1モ海文立） P. 189以下 第l2'of.：港湾管:Dll経日間
題と港湾の近代化
「y)lf,ちが建設而でも管理連打而でも，公益ド｜二を もつため件々の規~Mが与えられて



88 ターミ ナノレ・オベレーショソと「公共性Jの経済的意味

いる0 ・・・しかしながらこのような形での公共性の原則を守ることが， 経済発展

の々かでは，利用面て‘は財政功M・と効率的利用から極桔を生んできており，・…
泌設而においても， 事実上は港湾が「産業基盤の強化」もしくは 「社会的性約」

の名のもとに，特定産業資木に有利な財政投資としての傾向を示している。…・・・

すなわちここにおいて，一方では港湾における 「公共性」の概念が概めてあいま

いであると共に，その慨念規定を適確に行いうる理論形成が未だ行なわれておら

ず， 他方では従来の概念性そのもののために， 港湾管理而の基礎を明確化しえな

い状態を生んでトL、るものといって過言ではない。

(2) rj・1内陸 「港湾流通経済の分析」 （1967年成文堂）p.69以下「3治約の公共性」

現在の11木の経済社会構造が資本主義を基調とした計岡経済構造をもち，行政
指埠が強化されて， 公共投資，社会資木の投資増大が今後ますます行なわれるこ

とは間違いなL、。それゆえ現段階においては， 「公共性」を公共均頭の「公共

性jという点に限定して考えるとき， 「公共性」 は「公共性」の及ぶ範聞を港湾、

それ自体の持つ流通機椛上の性約，または港湾関連企業の性格に限定しではなら

ない。国民経済的視野に立って，国民社会全体（これは他｜人を主体とする〉と当

該地方社会の福祉に反しないものであり，公正で適切なサービスと諸料金を舵供

しているという観点にたって決定されるべきである。他の百－業で言うと，公共t号1

IiJ［の 「公共性Jは 「もっともよいサーヴィスをもっとも安く」 jj,':{)I;する場介 「公
共性」があると考えてよし、。 （向 P.83)

(3）「｜木7{』・r.号協会「j社、汚管EllのJJW；と11日j必，t
P.257 

港湾法ーでは，公共陣頭の利用については，その公共性という見地から，一定の

~！ Jill設を加えており，また私企業への不干与，不平等取扱いの禁止という見地から
治的管理者の業務に~l~JI浪を加えている。 ••• j港湾法の運用上いわゆる 「公共規
11:11Jとは，……港湾施設の工市の1！（用を国が負担し または補助したものについ
ては，何人も同ーの条件の下において当該施設を利用しf！｝るようにi亜日しなけれ
ばならないこととなっている。

（引東京都港許可同事務引業研究会「変•＇1'·:J切における東京地の課題と分析」 οlij羽143
'cF) P.72 

歴史的にみても， 公物が先にあって，権力者がここに港ーがあった方がし、L、とい

うこ とで港ができたのではないのてーす。港が先にあって，それの｛交われ方が公共

の利誌に大きな影響をもつので， 運必に公的機関がタッチする。これが歴史の教

えてくれたわれわれの文明原J!llで‘す。
それでは公共の利益とはなにか，どうやってそういう抽象的な概念にf1mf1自体系

（判断基準としての〕を導入するか，具体的に計量はどうするのか，なかなか難

しい問題ですn そしてこの燥しさのために公共性が公平性だとか， 公IJIWI：ーだとか
の手続き的問題にすりかえられてしまうことがよくあるのです。

1. ターミナルとしての港湾の性格

愉送機構を考える際に，Linkに対比してNodeがあるがω，システムネッ

トワ ークの概念から，物的自（~;;・Q:, ~jc}j~ =f：段の11木としてみなおしてみるなら
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ば，Nodeであるタ ーミナノレは， ある Linkする交通輸送手段の端末である

と同ll~i＇に ， 他の交通愉送手段の端末であり ， そこには物財の単なる「通過」

や「流通」ということではなくて．輸送手段聞に物財の移転が行なわれるこ

とが条件になっている。この移転はもちろん直接的にではないこともある。

したがってタ ーミナノレにおいて行なわれる労働過程は， （1）物財そのものに対

して行なう愉送手段への稿みつけもしくは取りおろし区間輸送，fi:jさばき，

仕訳検才検量， 保管，包装， i肯：~｛~伝達， 政策的な管制守：があり，（2）ターミ

ナルを利用する交通手段に対して行なわれる誘導，安全紺J時，補給作業等が

あり，（3）ターミナルを施設として運営していくものとして，官引！ならびにタ

ーミナルで作業する労働者およびターミナノレを利用する人びとに対するサー

ビス咋を含むものと耳l解される（建設•J；·働削除外〉。私は，これらのうち生

i＆的にj器能する労働過芯iをターミナノレ労働と称したいと考えている。

交通労働が生産労働と不生産労働とに区分されるように，R’月日に迫力11価値

を与える労働過程を生産過程として捉える。ターミナノレの労働生産性は，こ

のターミナル労働と労働手段としてのターミナル施設とのむすびつきのあり

方によって決まってくるものとみちえられる。交通手段は輸送機｜某L!fUJ力，通路

より構成されるが，ターミナルは，J枝裕にいえば通路要因である。しかしター

ミナノレの特質は，ターミナノレにおいて機能する個別資本を成立させているこ

とである。鉄道や道路が通路として佼われる場合には，通脈そのものを独占す

るか，有料道路（公I'll公社道路， l’！動車道事業道路〉のごとく ，通路そのも

のの所有に基づく資木が機能しているにすぎない。

この耳I.f13は次のとおりである。タ ーミナルにおいては，i詳に物則を通過させ

るだけでなく ，方向性（どこへ｜句けるか） , 11!nrnn c~ 、つ II ＼入させるか〉，

煤休刊（なにによるか〉の選択，いわゆるオベレーションが必ず随イ＇ I＝する。

これは，n:tt品としての物財が木質的に要求する流通過程（市場性〉， 生産：

過程（原材料の補給〕における衝動である。このオベレーションの般に個別

資木が1~ ＼ \7. して機能しうる ことにたるわけで司あるの
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港湾はこうしたターミナノレの一つである。しかも港湾は，商品の大量輸送

のターミナルとして，他の航空，鉄道， 自動車等のタ ーミ ナノレに比べ，きわ

だった特質がある。また港湾はマリン ・ターミナノレとも呼ばれるように，商

品が必ず船舶により 出入されるばあいの端末であるO 端末がし、かなる形態で

あるべきかは，そこを通過する物財の内容による。その物財の内容は，理念

的には，同民的な経済計画に基づく産業立地と地域開発計画によるものであ

るが，今日のわが国では，国土計画や経済計画は，産ー業誘導型であって，立

地なり，生産規模なりは，ある程度個別資本にとって任意である。したがっ

て，港湾は，臨海ならびに背後地における産業資本の立地の仕方によって，

形態が規制されるようになっている。

歴史的に物財の集散の機能（外国貿易を含め〉を果してきた港湾において

は，都市型加｜工ならびに都市消引を前提とする商品の出入がある。特定工業

を背景にした港湾には，特化した原材料もしくは製l引の出入がある0 Jl!J:林水

産業を背景にした港湾には，それなりの商品の出入があるのは当然である。

港湾なるが放に派生的な機能をもち，地域経済に影響を与えるとするなら

ば，木質的には， 1iiJ運を胤‘介とするR白1i1「！

の大f量愉送に適合した｛同別産業資木の立地，Rι可品流通取引機能の）』l(；立，人n

の1底引力の拡大等に波及していっているからであろうと思われる。

航2長， 鉄道， l~I 動車などと枚ぶ， 船舶を必ず一方の端末とする港湾、には，

他のターミナノレとは比べられないほどの土地（水域を含む〉の広がり ，大量

輸送に対応する機能施設，労働力が必要て、あり，関係企業が成立しうる条件

がある。逆に土地要因からの機能分化の傾向も現われている。 例えば，港湾

を骨格だけに洗い落すならば，港湾区域および｜臨港地区を定め，港湾施設を

設けても，商品の通過を促進するに必要な機能は，空間的に分離できる条件

をもっている。背後地への連絡ルートならびに情報伝達ネッ トワークを設け，

もしくは商品の性質に適合した陀上輸送施設（例えば，石抗｜｜パイプライン，

カプセノレライソ，モノレール宇〉を設ければ，いわゆるタ ー ミナルの派~t｛ま
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能と して存在している商取引， 金目1！保険，加工，保管などは，物理的には臨

海部から分離できるのである。インランド ・デポや内陸港湾などといわれる

ものが，そのような機能を代替していこうという構想でとりあげられている

ことはいうまでもなし、。

しかしたとえ空間的物理的に分離できる派生機能があっても，タ ーミナノレ

としての港湾が，必要としている基木機能を支える土地ならびに諸施設とし

て固定化された資本の問題は，生産手段の存在形態として残っている。そし

てタ ーミナル労働の労働生産性の向上はいつにかかって，生産手段としての

土地ならびに資本の存在をターミナノレにおいて拡大し， 投資を行なって施設

を革新し桝強することにあるのである。

注 （1）巾四位「システム分析からみた海運－yJJir."Jの将来」 「yJJir.'JJ 45の12〕
(2）高統治「道路の経済学」（｜！日和42年東洋経済新報社〕P.39
つまり交通業では，生産的労働と不生産的労働というこつの区別がともに適用さ
れるのである。この了．つの境界線は，かならずしも明li'{irではない。しかしこの区
別それじたいは重放ーである。ここで，資木にとってのiJ(＼一義的な関心＇I＋は，交通業
における生熊的労働によって間品のl111i(1Hーに）Qj)llされる部分をできるだけ小さくする
ことである。． 
2. 港湾における管理の経済構造

港湾のタ ーミナノレ機能の特質を考え，かつ機能の中にも空間的に分離でき

る要素があることを指摘し港湾の性絡を考えなおしたのであるが，さらに進

んで，ターミナノレの個別資木機能を断れて，ター ミナノレの機能を充実させ，

規制したりする行政的な官lljf(1j，つまり港湾管即者の管)lj!権の経済的な意味を

考えていくことにしたし、。

港湾の管J~Q.の基礎は， ｛i~＇ JMl主体の確立と管理対象の限定である。まず港湾

区域， ｜臨港地区守rとして土地（水而をも含む）を定めている。大部分は，

「同ノ所有ニ関スノレJ公布水而（公布水而Jfil立法第1条〉をもってあてるが，

必ずしも国有地ばかりではない。それはもともと国民全体のものであり 3ある

いは私人のものであり公布・のものである土地を，特定日的に利用しようとい
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うことから出発する。ここに港湾が国民から疎外されていく契機が生まれて

くる。木来，港湾の利用目的は確かに多目的である。 ω多11F’fJであっても，

それは制約がある。

例えば今まで住民が自由に漁をし，リクリェーションをし，3ill行してきた

J易が港湾として囲い込まれてしまうのである。港湾区域内では工事等を行な

うについては港湾管理者の許可が必要であり（港湾法第37条〕 ，一方｜住域に

おける臨港地区においても，構築物の制限が行なわれる（同法第40条〉。 こ

うして土地が公有であろうと，私有であろうと公権力の介入によって，生活

に待IJ限が力11えられてくるのである。

その土地の上に，公共投資が行なわれて行く。わが国の港湾で、は，国およ

び港湾管理者の資金を基礎に公有水而（国有〉を埋立てて整備を図ってきて

いる。国庫負担事業による港湾施設は国有となり，国庫補助事業，起f.i'l4'JT業，

単独事業による港湾施設は管理手；有（公布〉であり，港湾管理者はこれらの

固定資木と定められた土地を港湾として管理している。

しかしすでにみてきたように，近代港湾は，タ ーミナ〈ψ倣基礎に，タ
ーミナル施設を生産手段とする用役生産の場，生産過程の湯である。つまり

港湾は土地と固定資本からなる生産手段であるO 一方港湾を経過する物n~・は ，

ほとんどが商品であり，もしくは産業資本の生産過程に入りつつある原材料

である。いずれにしても港湾、貨物の大宗は私的資本の流通形態にすぎない。

港湾を構成する土地は， 固有であろうと私有であろう と，所有権の帰属は

重要ではないが， 管理権の下に土地と固定資本とが吸収される。 （法的に厳

衝にいえば，国公有の営造物を管理しているというのが，港湾管理者の行政

的権限とされる。〉こうして港湾は社会的所有となる。

しかし木米生産手段として機能している港湾が，社会的所不1化されること

は，大いなる矛盾であるといえる。なぜなら，資本制生産において生産手段

は私的所有でなければ，生産性と結びつかないからである。港湾はその意味

では生産手段でありながら，社会的所有となっているのである。 「公共規制LI
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が行なわれるのも，社会的所有に基｜討している。つまり，利用におけ序列を

あらわして，社会的所有を私的所有（利用としての占有〉と調不IIさせている

にすぎない。

港湾は土地（水面を含む）と港湾施設として設けられた固定資本から形成

されている。土地については．固有であろうと，自治体有であろうと，地代

が成立する。 地代には所有に基づく絶対地代と土地の位置，豊能度の二つの

系による差額地代が生まれる。固定資本については，建設利子が発生する。建

設利子は追加l的地代となる。現在使用料として徴収されているものは，こう

した固定資本の一部に刻する支払いであって，厳密には地代とはなんら係わ

りがないのである。それでは，これらの地代および建設利子については，ど

う取扱われているのか。実質的には，国費および地方自治体貨に繰入れられ

ることなく，国および地方自治体が負担しているというのが正しいようであ

るf幻。その地代および建設利子は消え去ってしまうわけではなし、。港湾を通

過した尚品にその相当分だけ価値が転移していってしまったのである。つま

り夫質的にはJ!I.~tl'tで，新たにイ、l)Jilf11Ji値を伴って，n・H1'1川工油過していくのであ

る。そして－~国民と して， また当該地方自治体構成只として商品の仙l値を

出めていることに協力しているといえるであろう。

社会的所不Jの結果から起こる不合］型を，一一独占的に｛此j日させてはならな

いし，公共投資が個別資木に吸収されていっていることを知られても困まる

ー一行政的に正当に処理する必要がある。ゆくりなくも「最大限の地方自治

権〈ω」として，港湾管理！権を地方自治体に移すことになったので‘あったが，

管理権とはなにかということになると ， 港湾、の改善＇~＇~発発展を期するため，

公共の営造物の保管あるいは管理をするにすぎない権利とされるのであるω。

これは生産手段の社会的所有化における所有権の擬制である。

公共の営造物が存在する土地の所有権に係わりなく，港湾管理権は港湾区

域，臨港区域以外の官’理者が管理上必要と認める施設まで及ぶ（港湾、法第8

条6項〉。強大のようにみえるこの港湾管理権は，なかなか地方自治体に有

利に lf!Jかな L 、。 港湾に地向、辛口；；~会が~~·付られ，住此の代表が参』｜｜できるよう
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になっているが，しかしこうした民主的な組織があっても，港湾の利用を

過して，住民のOllJに機能しないで，結局個別産業資木に役立ってしまう（表

l劇的。住民のための管理ばかりでもなく，社会的に国民全体のものと

しても働かないのである。このことが，地方自治体をして附吟させ，あるい

は｛主民から港湾を遠ざけ，あるいは港湾法上「公共の利使の増進」 「一般

公衆の利用を目的」と強調される根源である（5)

すなわち，港湾に対する公共投資が国家的（公的〉所有として蓄積され，

他方では個別私的資木が地方自治体の管理に対応する費用を償なわないほど

低率の負担でこれを利用する。地方自治体は， ＇~＇ 治権の一環とされた港湾管

五li権に伴う負担を負うが，その管理権は経済的にも法的にも不自由の状態に

おかれているというこ とであるω。

生産手段と して機能する港湾は，｜玉i民経済的に低脈なサービスを捉｛）け』るこ

表 1 港湾取J及貨物の,i,t,U別I官l加寄与率
一一一一←

＼＼＼  
取扱貨物lo:(l~I )j T[L) j鴬／Jll寄与中（%〕

35 °'I~ 42 °'I二
42 

~I J1山 JHi;iJ戎比三E l外貿l内貿
% %｜ 

米 .l己 ・紋主fi g 2 21 2 2'12 1. 8 1. 2 0.6 

本 .ii& 材 20 5 45 4 222 3.6 3.5 0.2 

イ＿i炭鉄鉱石 99 23 165 15 167 9. 7 8.5 1. 2 

砂利砂石 ;j~ 37 8 76 7 209 5.9 ム 0.1 6.0 

Jj;( 首li 31 7 119 11 380 12.9 12目2 0. 7 

ィ；i 1氏 正i 15 3 33 3 223 2.7 。 2. 7 
鉄 外4 31 7 9? 8 303 9. 1 1. 7 7.4 

4気 J戒 9 2 159 14 l, 679 21. 9 1. 0 21. 0 

セ メ ：／ ト 17 4 34 3 199 2.5 。 2.5 
重油 ・石油製品 57 13 186 17 324 18.9 1. 7 17.2 

イじ 学 楽 ,p,, 6 2 15 1 233 1. 3 0. 1 1. 1 
fj)( 食 物 11 36 3 314 3.2 1.? 2.4 

その他雑貨 98 139 12 142 6. 1 1. 5 3.5 

if 叫 ~o［ 所 2~51
iJょ 開銀「調査月以J1970年1月
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とによって，国民生活に有効に働いているのではないかというのが大方のも

つ疑問であるO

この点に｜到しては，「使益」概念が問題とされてきているが，定量的な測定が

行なえそうでいて未だ実現していない（7）。その根底には「使益」概念そのもの

に：怠意性が含まれていて，「使益」を因果関係的に列挙することによれば，拡散

的になるからといえるであろう。しかし方法の前進的な耐を認めておきたい。

一層測定有法について私も研究したいと考えている。港湾管理権は，それ

が経済構造としてもつ近代港湾そのものの矛盾によって，法的にililJI製されて

いるの医｜家的に全港湾を統括 し，港湾相互の調整を図 らなければならないと

いう坦由によるが2 生産手段の社会的所有化により，管理体制は一都市， lllJ

村の椛済閣の問題ではなくなっているためで・ある。 これが経済構造的にみた

管理権の失態である。

注 （1)）凶命省港湾局「変貌する経済社会と港湾」 （｜！併1142年〕 II＊の港持参照

港事号の役；！ill として交通施設， 産業の場，都市および地域の発展要因の 3~＃を
あけごている。 これは経済学的にはJJl象，：~述型であることは， もちろんである。

(2）尚僑 I古川l財il1P. 55 
自動中十命i差のばあい，うどi凶手段のうちの辿路（jfiJ陥〉から，輸送される商品生
J長物へなされる（1Ui他の追加ftlli値が移される部分は，一般的にゼロにしてしまうこ
とができるということになる。これは，｜醤家が地代相当分を自己負担しているか

らであって，地代が消滅してしまうわけではなし、。

(3）「港湾の管J翌連日に関しj成人；阪の地方自治権を与え，｜到家的及び地方的利益に
Jl!iもj自令する形態の港湾管’理者を選定する機能を地方公共団体；に与えるというこ
とを中心般住｜とし…－」

(Iii::荊125年4月2611 衆院巡翰委員会大屋普三逆輸大臣同議事録〉

｛ω「港湾の管理者は，・，；；；；造物行・政をやり，それから海運局では運輸行政をやる。
こういうふうに考えるのが適当かと存じます。」 (II諸手U26年3月301=1 衆院選輪

1委員会黒田静夫政府委員同議事録〉
(5）北見俊郎前掲書 P.188

港湾法の実施が外形的には，いかにも港湾管理が各地方公共団体を母体とする

各港湾管理者によって主体的に行なわれることを意味するようであるが，現実に

はたしかに「港湾法に基づきヰiJ売を行なう ことJであり， 管理権の内主主は，いわ
ば.i!U司的なものが多いとい う ことは~Li込しなければならなし、。
（自）柴田悦子「市民生活（台所〉と港湾」 （「港湾」 48の11)

とくに最近食生活の変化や貿易の自 1±1化にともなって，海外からの食料品の~ifiii
入r，：：：はWI加の傾向をたどり，市民の台所は，港湾を通じて［削妥海外と結びつく傾
向も より明白になってきたのでーある。…一これらは輸入消安財という直接的に市

凶生活と連結できる部分であるが，たとえ工業用原材料，あるいは資木財といえ



96 ターミナノレ・オペνーショ ンと「公共性」の経済的意味

どもそれがわが国の生産活動を点l鰍し，国民所得の分配を通じて， 生活と結合

するかぎりにおいては，輸入原材料と市民生活の結合も皆無というわけで、はない。

しかし今IIわが国の産業桝造からみて重化学工業に必21:：な原材料・燃料の輸入
品は1%,¥c消費Mの輸入に比して桁、らがいに？偉大な数量；を記録しており…・・（後目的」
(7）次節で管理者の財政をとりあげる。

(8）長尾義三「港湾投資と費用便益分析」 （「港湾」 47の5〕
方法適用上の問題として次の 3）去をあげている。

①引用便経1理論のもつi、Hilliシステムの性絡から，港湾計画への適用はおのず
から限界がある。

②費用便益分析の過程にはlilli値主主i¥Uを設定するステップを－wめ，多くの仮説
が設けられる。

③ ~J_j用便益理論の実用を推進するのに，港湾投資を行な う 側の深い理w~が必
要である。

3. 港湾管理者財政の自立化と港湾の 「公共性」確保

わが国の代表的な，かつ規模でも最大の8大港，すなわち東京港， 川［Ill奇港，

横浜港，名古屋港，大阪港， やjJ戸港，下関港，北九州港を港湾管迎者財政の

観点から，一つの計算の単位として，その財政収支の状況をllB和41；，＋・：11月に

まとめたことがあるω。その後年j立を繰り下げ38;,Hiから42 '.Ci:[支に直 した~ I ・

~~｛も行／£わ，／ Li乙。

8大地ーは全旧の外国貿易雑貨:CT4均の585杉山（;JJ, ，，倫山雑貨では尖に75%を取

扱い，国｜人jの内貿~~jt貨でもその355杉を取扱っているのである。 8 大港の｜問題

がp わが｜五｜港湾の典型となりうるのも，この貨物量分担率からいえるのであ

るが，特定重要港湾として港絡の絡付をされたことによる特殊な条件をば一

応孔むしつつ，8大港の港湾管理財政の笑態を考え，港湾の「公共性」をこ

の角度から検討していってみたい。この節の論点は，個別産業資本の港湾利

用が，経済的にいかなる影響を与えているかを知るためて、ある。

8大港は港湾取敏い貨物量，入港船舶数，入港船舶 トン数で高い増加l率を

みせてきている。ちなみに35年から42年までの7年間に5大港では港湾取扱

い:hl；は2.33伯，入港船舶数1.6倍，入港船舶 トン数1.9倍になっているのであ

る。このため各港とも港湾施設の整備拡充に大きな支出をしてきた。

｜！日干1138 ~ 1 ＇・～42 ~ 1 : 1.立の 8 ノ勺｛台湾行JJ[ ，~·の Ht訳者）＇［は， この5：ド！日］で，1381(立15
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百万円であり，このうち一般財源繰入れ371億7百万円，公債466億7百万円

合計837億14百万円を住民が負担し使用料等の純港湾収入313億36百万円，

県市負担金 ・受益者負担金17億75百万円，国庫支出金212億9千万円で、あっ

た。住民の直接間接の負担割合は結局60.2%を占め，国は15.4%を受けもっ

た。（表－2参Hり また住民負担は額面の単純比較では 117億 4百万円から

182億53百万円と1.56倍になった。

こうした港湾省’理者である地方自治体の財政負担率は， 5年前と比べると

38年65.6%から順次39年66.6%,40年62.0%,41年58.1%.42年54.7%へと

低減の傾向をみせてはいるが，管理者自身は，負担過重を危倶して， 「この

こと （公債発行収入が一般財源を上まわり ，あるいは一般財源繰入れと同一

水準となっていること一一一引用者注〕は，地方財政の悪化を示していると同

時に，将対ぐにおける公債償還貨の増大を意味しているのであり，悪化した財

政を補うために発行した公債が，かえって将米の財政を圧迫するとし、ぅ悪循

環を招いているω」と訴えざるをえなくなっているのである。負債と して残

った金額は，先にもあげたがこの5年間で466憶7百万円，すでに償還に入

ったものもある。

｜量感の負担，補助については，特定重姿港湾 重要港湾，地元j港湾の｝I闘に

負担率，補助率が順次小さ くなるが，これらは法定限度傾を示したものにす

ぎないのであって，京京都の例によれば，この負担率の実態は，法定限度額

を大巾に下まわり，水域施設 ・外かく施設100泌が50%～60%，他の施設で

は50だとなっており，補助事業費の内容からいっても，住民負担はさらに大

きくなる事態に追込まれる。その結果，｜浪られた財源で補助対象事業を優先

させていくということになれば，住民負担が絶対的に多くなっている災状か

ら，管理者独自で施工しよ うとする予定の事業が圧迫制約されることにな

る〈九 補助事業と単独事業との相関性は逆比例の関係に立たされ，経済的に

も事業計画は自主性を失なってくる。

それでは， ＇~＇ 主財源はどのように求めるべきなのか。
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表－2 港湾管理者 財政状況 （主要8港）

’1:1") i＂会計方式による財政収支 （単位 ー億円〉

負 担 金｜一般財源 ｜
出｜収入 ｜一一一一 ｜ l公

国庫負担金'ii市富常｜繰入れ i
I 209 I 36 I 33 I 3 I 55 I 82 
(100〕 I(17. 4) I (15 5〕 I Cl. 5〕 I(26. 3〕 I(39. 3〕

39 I 243 ! 47 I 32 I 2 I 83 I 79 
I (100) I (19目3〕 I(13. 2〕 I Co. 9) I (34. 2) I C32. 4) 
I ／，然 I 58 I 40 I 3 I 12 I 92 

(21. 9〕I(15.0) I (1.2) I (27.3) I （~4.7) 
1 I 山 I M ~~ I 57 I 4 I 6~ / 128 

/ • AA、（236〕 Cl7. 1〕 I CL 2) I (19. 2〕（3119〕
94 I 52 I 5 I I 

42 I (Iお I(28. 2) I (15. 6) I (1. 5) I (29. 2) I〔25.5)
ti'. : 1. 主主主8港とは，東京，川崎，横浜，名古屋，大阪，神戸，下関および
北九州をいう。
2. 海岸保全，i控立造成｜剥係は合まなし、0
3. IJM銀「調査月刊l」1970年l)'J 

起｛＼（－（が自主的な事業財源とみなされてきた。港湾で起債対象事業となるの

は，港湾機能施設，つまり利Jさばき施設，保管施設，修動式施設，港湾役務

提供用船所得の整備事業であるO 8大港で起債額は38壬F・j支と42年度とを比べ

ると，絶対額では仲ばしていないが，収入分担率ではやや下げている。39,3

Zから25,5%へ変わったのであるが， しかるに年度ごとに一般財源繰入れ額

と相関性をもち，一般財源の繰入れが少ない年度は，起債額は増大していと／.＿o

地方自治体の負担は，起債によって各年度水平化するといって差支えない。

42年度は，38年度に比べ一般財源・公的合算で1.33倍，国庫支出金は1.691-i’； 

となっているが，港湾収入の増加が地方自治体負担をややカバーするように

なってきている点が特徴的である。また収入基礎も施設使用料，役務利用料

が主流となり，これらが89.3元を占めている。

しかし，住民負担となる地方債の起位は，やはり 自由ではなし、。起仙のふl

象事業は，地方財政法により，特別会計で経理されるいわゆる収益事業であ

って，現作の地方自治法｜：，先行にあたっては， 「当分の間J自治大聞の，／r

可が必要条件となり，事・rlli11il可命ljである。
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大都市周辺港湾、では，採算性の高い埋立地造成事業が積極的に実施される。

もっとも公有水面埋立事業として国の規制を受けるが，埋立地造成事業は，

港湾機能を整備拡充し，都市交通難の緩和，都市再開発に寄与したり，ある

いは工業立地基盤を提供するというように，港湾管理者の母体である地方自

治体の志向する意図に従い，かなりの差はあるが，多目的に機能を発揮する。

この事業費は，直接工事費，漁業補償費，公債利払等に支出されるが，造成

目的にもよるが，東京都の例では「投下金回収方式」の価格体系が採用され，

埋立地のうち，ふ頭用地，道路，緑地等にあてる部分を除き，民間へ売却し，

この売却代金をもって支出を賄う。剰余金が出れば一般財源へ納められる。

適性な利j聞を含め，港湾整備の財源とすべきであるようだが，｜歪11車の負J旦補

助の問題がからんで，特定目的にあてていないと聞いている。もし剰余金な

りを直接港湾整備財源に充当するならば，港湾に関する国庫支出金の負担，

補助率のヲ｜き下げ，もしくは削減が予想されるからであろう。結局地方自治

体は格安に民間企業へ土地を提供し，港湾、地先水面を開発しながらも，港湾

整備の財源を拡充しえないで，企業会計的には大1jJfJ:功、字をかかえて，港湾

管理財政をやっていかなければならないω。

現行法体制lでは，管理者は財源対策として，常時港湾料金の引上げを要求

していくことは，必然、化してくる。

「このような赤字を生ずるにいたった最大の原因は，防波堤，航路，道路

など非収益施設が多いことにあるので，これら施設の管理貨，公債利子，

減価償却費に見合う費用を港湾利用者にも負担して頂きたし、と考えており

ます。この場合，施設の種類とその利用のあり方を勘して次のような区分

で船舶と貨物から料金を徴収したし、というのが，われわれ8大港の港湾管

理者の願望であります。

船舶一一外かく施設，水域施設，港内清掃，船員厚生施設等

貨物一一道路，鉄道，物揚場，照明j焔設．港湾厚生施設吋

このような料金は諸外国にも例の多いことであり（後略）J(7）地方自治体の
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港湾管理権なるものが，生産手段としての港湾の社会的所有を擬制したもの

であり，私的資本の「所有への要求Jを緩衝する機能を果してきているこ と

を思い起こしていただきたし、と思う。この港湾管理者の訴えは，擬制された

管理権が，資本待lj生産の内在的な矛盾に耐えられなくなってP 経済法則に合

致させてくれという問えの声である。管理者のこうした要求の中に，港湾利

用料金の萌芽をみることができる。

管理者の苦しみ，すでに述べたように港湾を利用する貨物が，本米負担す

べき地代および建設利子を負担せず，港湾が国家的な規模で生産手段として

機能している段階で，これを地方自治体にその負担のみを押しつけている体

制に由来するのである。港湾管理が仮りに自主的な管理権を行使しうるよう

になるならば，財源、がほぼ純港湾収入で賄われ，事業計画が国および他の港

湾管理者の聞で協議され，決定されるようになるであろう。 少なくとも港湾

管理を私的所有の形で経営させ，資金と収入とを保証させるならば，アメリ

カ型のポーリオーソリ ティ化の道は歩みうる。

ところで港湾料金は，運愉大臣の認可事項であり，外かく地設，水域施設

（泊地を除く〉は料金徴収の禁止対象となっている（港湾法第44条2項〉。

しかも現状の経済機構のままで港湾料金を引上げるならば，公共料金と して

物価にはね返ってくる見通しが強い。

港湾法にいう「受益者負担」 （同法第43条の 3）は極めて狭義の港湾工事

負担金である（8）。

入港料金は，港湾利用という条件で船舶から徴収できるようになっている

が，徴収には類似の課税方式があって，実際に徴収しているのは，大型公共

バースや機能施設の少ない和歌山下津港のごとき港湾に｜浪られている。使片l

料金との重複が少ない， J店頭が私設専用出頭に占められるというような工業

港的性絡の港湾での徴収に適合している料金制度といえよう。

JilZ主主施設使用・役務提供により得られる使用料金（9）は， 港湾収入の大宗を

占めていると先に指摘したが，38年度分調査に基づき 8大港の使用料等収入
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23億49百万円に対し，これを取扱公共貨物のトン当り収入に直すと33円とな

った。当時の港湾資産（国庫負担額等を含む総額〉は，8大港で1899億35百

万円と見積られており， これを資木とみなして，回転率を計算すると，1.7 

%にすぎないことになり， 50年で1問転できるかできないかというありさま

である。尚’業利義率はマイナス44%とU:¥ているのは当然である。さらに収支

比率は179.8と極めて尚率で，費用がかかりすぎ，矛IJ話1'i'に乏しいことを重

ねて証明している。もし貨物に全部負仰させるとするならば，当時でいくら

になっておればよかったのかを計計ーしてみると，38年の 8大港では，

5,845百万円（総費用〉
港湾利用貨物トン当り分拘額＝一一 一一

251百万トン（港湾取扱貨物量〉

=23. 2門

となり，港湾、を粁由するすべての貨物が，施設使用料金ではなくして，港湾

;fiJ)有料令として，平均して23.2円を負担すれば，港湾rtrn.ri一つまり地方向、治
体財政を圧迫しないで済んで・いたのである。

むろん貨物の用途別もしくは政策的な考曜によって貨物別に差級を設け，

港湾利用料金を徴収することは一向に差支えなし、。またそれが物価対策や港

湾の真の「公共性」のためには必要な配慮である。

港湾において，なに放にこの利用料金の佃i物体系が生まれなかったのであ

ろうか。

財政的には，港湾においても政府ならびに地方自治体が特定の税収を行な

ってきたという経緯がある。

国税としては，関税，とん税があり，地方税としては，船舶固定資Pl<：税，

特別とん譲与税，地方交付税などがある。

関税は愉入貨物のみを京、j象とし，とん税は外国貿易商代の入港ごとにそのお~

トン数に刻して，船舶固定資産税は内航船舶所有者に対し（なお港湾区域内に

おける私布の土地， 家屋及び償却財産にも固定資産税はその所有者に対して

賦課される「），特別とん譲与税はI- f=l.外｜宝｜貿易船の入港ごとに純トン数に応
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じて徴収された特別とん税が指定市町村に還付されるものであり，地方交付

税は地方自治体の財政調整のため国から支給される交付金と して， 後者の 3

税が地方自治体の収入となる。 し、ずれも間接的に国庫負担金，補助金，地方

自治体の一般財源として港湾整備に流入してくるという推定である。

これをさらに進めて，特定目的のための目的税，すなわち港湾整備のため

の税の設定が議論されたことがあったが，展開をみていなし、。

次に経済政策的には，港湾は貿易促進と結びつけて考えられ，港湾におけ

る費用負担は，むしろ最小限に留むべきだとの考え方が一貫しである（ω。

物的流通のコスト低減問題の底流にあるものは，個別産業資本の国際市場に

おける競争性の確立，国内市場における優位性の確保の思想に一貫してつら

ぬかれており，政府がまたこの資本の意図を代表してきている（ll)

夜、は地方港湾においても，この財政問題は苦痛であり， 「公共性」を守り

ぬくのに苦労しておられることと思う。1970年頭において，港湾管哩A者が決

まっていない港湾が重要港湾で1港，地方港湾、では実に 126港もあるのであ

る。これは港湾投資の地域的な配分のあり方に問題が残されていることを想

起させる。 投資（整備計画）のV~.怖について， 次の議論は興味がある。

「大企業，大資木がつくるところの独占物資といわれるものは，卸売り物

自fliそのものをとっても，一つも下がっておらない現実なんです。港湾労働者ー

を安く使い，そしてその土台の上に成業が一人だけ独走して発展していく

という姿はとるべきでない。（1J－＇目的更にもう一つは，港湾はいわゆる海 ｜伐の

結接点であるっその結接点は，そこでコン トロールするという役HがJI・1t1iな

くちゃならぬ。ところが先ほどト11し｜－：げたように，大産業の独走のままに，

あるいは梯運会社の独走のままにしわ寄せをくっておるという姿は，｜析じ

てこの5カ年計画のlやでもとるべきではない。また今後5カ年計画がオーソラ

イズされるであろうけれども，少なくとも単なる経済成長なり取扱い貨物

の成長の指数だけで私はそろばんをはじくべきではないと思う。（後略）J<12) 

港湾における「公共VLI とは， わが同の経済社会においては， 常にふ
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みにじられ，国民から港湾を遠ざけてしまう結果，国民的な利益を代表する

内容を与えられず，法手続きに象徴される港湾利用者の序列，すなわち港湾

における私的資本の秩序とされてきた。 「公物性」とは生産手段の社会的所

有をし、いあてているにすぎない。今日の課題は，いかにして「公共性」を確

保するかにかかってきている。

私は，港湾のオベレーションにおいて，私的資本がいかに活動を活発化し

てきているかをとりあげて併せて論じたかったのであるが，次の機会に言葉り ，

港湾の「公共性」がし、かに守られるべきかの議論の扉を叩くだけにと どめて

：おく ことにしずこL、。

；主（1）「｜本港湾協会 「港湾管理の現状と問題点」P.99以下
(2）鈴木正明 「港湾法等の一部改正について」 （「港湾」 48の6〕

!3) Fl木開発銀行調査部「わが国港湾、の現状と課題」 （同行 「調査月報」1970年1

月号〕

(4）六大港湾都市協議会 「港湾管理者は訴える＿JP. 10 

(5）；東京都港湾局事務事業研究会 「変革期における東京港の課題と分析l(llP,布144
什JP.32 
昭和45句二度より外かく施設 ・水域J位設については東京，名古屋，大阪，川崎の
各港は75%に，もも1兵，布p戸，関門の件iもは100%が90%に及、わった。
(6）「l木港湾協会前備書 P.237

埋立事業の収支事情について要約すると，1支F資金回収方式によっても，近隣
のj地仙Iiより安い土地の埋立はほとんど終わっていて，造成訟が周辺地filliと均衡化
してきている。そのほかに，事業者が資金繰りのため売急ぐので．売却地価は低

くなりやすし、。収読を新たに考えることは閃難であると している。

(7）六大港湾都市協議会 ｜有路脅 P.21 

(8) II日平1127年の港湾法の一部改IEC港湾工』j；：の受待者負但〉に際し，J足宗青とff附
-・'ff'i委員との質疑のやりとりから
｜詰l田委員 「港湾改修工事は，それぞれの継によりまして態機は具にしておるので
あります。しかもまたこの受後の限度がどの科度であるかということも，ますこ：！＂t

./13_の限度がどの稗）支であるかということ も，その工事をやってしまった結果で、な

ければきまらなし、。これは想定すべきものでなし、。 かよ うに考えるのであります。

しかも この負担の限度は，管:EJI者一と受読者との聞におきま して，十分協議をいた
しま して，過重な負担にならない程度において，また最少にならない純度におい

て負担させ，また徴収させることが，具体的に妥当性を得ておるのではないか，

かような怠味をもちまして，受格者負担によっての徴収額というものは現在予定

いたしておりません。 J
ff崎〔ー〕委員 「港湾の運送業者が，この著しい利誌を受けた者と して指定され
て，そのために港湾の修復とかいろいろな港湾の後世主事業なんかに不当な分担金

合課せられるよ うなことはないかどうかということについて心配しております。
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（後略〉」

岡田委員「今荷揚場というか，船着場というか，いろいろなところを改築した結

果，それによって利益を受ける荷主，運送業者というような者は，受主主者負担と

いうことで徴収されはしなし、かというような御質問もあったようでありますが，

そうしづ場合は，大休荷揚場その他の使用料ということで‘大体徴収いたしており

ますので，港湾工事によって著しく幸lj，後を受けたという受主走者負担というのによ

らないで，荷揚場その他の使用料というところで費用を負担させているようなわ

けであります」。 （｜昭和27年5月15円 第13議会衆院運輸委）

(9）持l頭を単位とする特別料金が貨物にかけられてきている。 欧米ではこれをWh-

arfage として定立している料金制度である。私がここで取り扱っている｜港的

利用料金」は， 港湾、という機能を利用 したこ とに基づく料金であって ， Jfl. なる 1\1~
分施設使用の料金て、はないことを重ねて強調しておきたし、。

00) 「われわれは港湾の施設の耐においても，とソuどん改善しまして，これによっ

て愉送費の削減をばかり，生産コス トの低下をはかるということで、治約の準備を

する必要があると思います。 （後目的」

（｜昭和25年7月31円 衆院運輸委員会三上恒政府委員同議事録〉

間 Jiii稿「物的流通近代化と保管機能」 （「港湾と貿易JI昭和4~年1 2 .J'J ：な〉
02) I昭和39'<f2 Jj 25「l 衆院運輸委員会久｛米三郎委員同議事録


